
次のとおり見積合わせを行うので、随意契約参加希望者を公募する

1 発注番号

2 公募日

3 契約担当者 能代市長　　齊　藤　滋　宣

4 件名 ＩＣ旅券用交付窓口端末機器一式の納品

5 納入場所

6 納入期限

市民福祉部　市民保険課

　　　電　話　番　号 0185-89-2133

　　　ファクシミリ番号 0185-89-1768

8 物品又は委託の種別 物品（総額見積）

ＩＣ旅券用交付窓口端末機器一式の納品

（１）

（２）

（３）

（４）

11 見積書提出に関する注意事項

(金) 午後１時２０分

13 見積書提出の場所

（１） 応募型随意契約基本事項のとおり

（2）

能代市役所第１庁舎１階　契約検査課入札室

14 　　その他

12

　（リース入札予定：令和8年5月29日頃）

　なお、リース業者は市が別途の入札により決定する。

見積書提出予定日

本件はリース契約での導入であるため、本見積合わせはリース
契約に係る納品金額と納品業者を決定するものであり、物品購
入契約を締結するものではない。（請書の提出は必要）

見積書提出までのスケジュールは別紙のとおり

能代市役所本庁舎市民保険課

令和8年4月20日

令和8・9年能代市物品等指名競争入札等参加資格者名簿に登
載されている者であること

随意契約参加資格要件

令和8年5月8日

秋田県内に契約の締結できる営業所を有していること

国、秋田県及び本市の指名停止措置を受けていないこと

令和8・9年能代市物品等指名競争入札等参加資格申請において
「①指名競争入札及び随意契約」で申請している者であること

見積金額は総額（消費税等を除く）とする

物品等の随意契約について

7 当該物品の主管課

 随意契約に参加する者に必要な要件は、応募型随意契約基本事項１
のほか、次の要件を満たす者であること

10

令和8年8月31日

第3-16-2号

9 　 主な仕様（概要）
※仕様等の詳細については、公募文とともに全てホームページに掲載しています



スケジュール 件 名 ：

手続等 手続きの方法等

(月) 正午から

(水) 午後５時まで（閉庁日を除く）

(月) 正午から

(水) 午後５時まで（閉庁日を除く）

(月) 正午から

(金) 午後５時まで（閉庁日を除く）

4
設計図書等に対する質問
への回答

(金) 午前９時までに回答書を作成し、供覧 基本事項２のとおり

5 指名通知・非指名通知 (火) 基本事項４のとおり

(金) 午後１時２０分

会 場 ： 能代市役所第１庁舎１階　契約検査課入札室

ＩＣ旅券用交付窓口端末機器一式の納品

期間・期日・期限等

6 見積書提出予定

令和 8年 4月 20日

3

令和 8年 5月 8日

令和 8年 4月 28日

令和 8年 4月 24日

1

基本事項５のとおり

令和 8年 4月 22日

令和 8年 4月 20日

基本事項２のとおり

令和 8年 4月 22日

令和 8年 4月 24日

2

基本事項３のとおり申込書類の受付

設計図書等に対する質問
の受付

設計図書等の閲覧・貸出

令和 8年 4月 20日

基本事項２のとおり

提出先：物品主管課



様式第１号（第６条関係）

能代市長　　　　様

申込者

（名簿登載番号　　　　　　　　　　　　　　　）

物品及び委託等用

物品等応募型随意契約参加申込書

住 所

商号又は名称

令和　　　年　　　月　　　日

代 表 者 氏 名

     次の物品及び委託等に係る応募型随意契約に参加したいので、申し込みます。

物 品 （ 業 務 ） 名

を満たし、地方自治法施行令第１６７条の４（ただし、第２項は他の地方公共団体に限る）

電 話 番 号

ＩＣ旅券用交付窓口端末機器一式の納品

第3-16-2号

担 当 者 名

発 注 番 号

　に該当しないこと及び提出書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

本 見 積 書 提 出 に

関 す る 連 絡 先

なお、公募に示された見積書提出に参加する者に必要な要件（指名停止を受けていないこと等）

Ｆ Ａ Ｘ 番 号



令和　　年　　月　　日

　能代市長　　様

印

　下記のとおり能代市財務規則に基づいて見積します。

件 名 ＩＣ旅券用交付窓口端末機器一式の納品

見 積 金 額 ￥

備 考

見　積　書（第　　回）

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏名

記



応募型随意契約基本事項（物品・委託等） 

 

 

１ 随意契約に参加する者に必要な要件  

 （１）本市の能代市物品等指名競争入札等参加資格者名簿（以下、資格者名という。）に登載さ

れている者であること。 

 （２）参加申込期限の日から決定の日までの間において、国、秋田県及び本市の指名停止措置

を受けていないこと。 

 （３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、又は破産法（平成１６年法律第

７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生

法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた場合

は、この限りではない。 

 

２ 仕様書等に関すること  

 （１）仕様書等の閲覧又は貸し出しは次によるものとする。  

ア 閲覧又は貸出場所   能代市総務部契約検査課 

イ 閲覧又は貸出時間   ４時間以内 

ウ その他        設計図書は破いたり、汚すことのないよう十分注意すること。 

 （２）仕様書等に対する質問は次によるものとする。  

        ア 質問方法  簡易なものを除き、書面（任意様式）を作成し、原則としてファクシ

ミリで送付すること。 

       イ 提 出  先  物品・委託等の業務主管課 

（３）質問に対する回答は、契約検査課において供覧を行う。又、質問があった場合は能代市

のホームページに掲載する。 

 

３ 随意契約参加申込等に関すること  

 （１）物品等随意契約参加申込書  

     随意契約に参加しようとする者は、別紙の物品等随意契約参加申込書を市長に提出する

こと。  

 （２）申込書類の入手方法  

ア 交付場所  能代市総務部契約検査課 

電話番号 ０１８５－８９－２２２２  

※能代市のホームページからダウンロードすることもできます。  

    イ 交付費用  無料  

 （３）申込書類の作成  

申込書類の作成に当たっては、申込書類に示す注意書きを厳守すること  

 （４）申込書類の提出及び受付  

ア 提出方法  持参又は書留郵便によること。  

イ 提  出  先  能代市総務部契約検査課又は二ツ井地域局総務企画課  

（５）随意契約参加の辞退 

    随意契約参加申込書を提出した者は、当該申込書等を提出したあと決定されるまでの間

において参加資格を有しないこととなったときは、決定前にあっては辞退届を、決定後に

あってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。 

 

４ 指名通知等  

 （１）指名通知  

     申込書類の確認の結果、適当と認めた者に対しては、ファクシミリにより通知する。  



 （２）非指名通知  

申込書類の確認の結果、指名されなかった者に対して、理由を付して通知する。  

※ 上記（１）又は（２）の通知が見積書提出予定日の２日前の時点でも届かない場合は、

必ず契約検査課へ問い合わせすること。  

 

５ 見積書提出、決定に関すること  

 （１）能代市財務規則（以下「規則」という。）、能代市物品等入札心得を遵守の上、随意契

約に参加すること。  

（２）決定に当たっては、見積書に記載された金額に消費税等相当額（消費税法（昭和６３年

法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及

び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基

づく税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、当該端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約予定金額とするので、見積

者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約

希望金額から消費税等相当額を除した金額を見積書に記載すること。  

 （３）見積書を郵送する場合は、書留によるものとし、見積書提出日時までに到着したもの

で、１枚（１回分）とする。（ただし、原則として再度見積書提出には参加できないもの

とする）  

（４）見積書を提出しようとする者が、参加申込期限の日から決定の日までの間に、随意契約

に参加する者に必要な資格を失ったときは、その者は随意契約に参加することができない。

既に見積書を提出している場合、その見積書は無効とする。 

（５）決定から契約締結までの間において、決定者が１に掲げる要件を満たさないこととなっ

た場合は、当該決定者と契約を締結しないことができる。 

  

６ 契約締結に関すること  

 （１）契約締結時期は、決定の通知を受けた日の翌日から起算して７日以内とする。  

 （２）契約保証金については、規則第１２７条による。  

   

７   その他必要な事項  

 （１）申込書類に係るヒアリングは実施しないが、必要と認めた場合には説明を求める場合

がある。  

 （２）提出された申込書類は返却しない。  

 （３）申込書類の審査基準日は、参加申込期限の日とする。  

    ※新たに資格者名簿への登載を申請する場合は、仕様書等閲覧期限の日までに物品等

指名競争入札等参加資格者申請書を提出しなければならない。  

 （４）履行期限は、事情により変更することがある。  

（５）契約金額は、完成検査後、請求を受けた日から３０日以内に支払う。  

※測量士等（所得税法第２０４条第１項第２号に掲げるもの）の業務に関する報酬又は

料金については、その支払の都度所得税及び復興特別所得税を源泉徴収します。  

（６）申込書類作成及び提出についての問い合わせ  

        能代市総務部契約検査課  

電話番号     ０１８５－８９－２２２２  

ファクシミリ番号 ０１８５－５４－６４６０  

 

 



対象システム ＩＣ旅券用交付窓口端末機器

 
納 入 場 所 能代市役所本庁舎市民保険課

納　　　　 期 令和８年８月３１日（月）

そ　 の　 他 業務仕様書による

仕
様
概
要

設　　　　　　　計　　　　　　　書

ＩＣ旅券用交付窓口端末機器一式の納品

設計額 円也

（税抜 円）

能　　　代　　　市
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１．ＩＣ旅券用交付窓口端末機

（１）パスポートリーダー
EXC-2900J

（２）ノートパソコン

（４）４年間の保守契約金額

２．導入作業費用

（１）納品、設置、操作説明

１０％

名称 数量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1.0 台

1.0 台

1.0 式

1.0 台

1.0 式

1.0 式

（３）申請者閲覧用外付けディス
プレイ

能　　　代　　　市

小計

消費税

合計

2 / 2 ページ



業務仕様書 

１．品名 

IC 旅券用交付窓口端末機器一式の納品 

 

２．概要 

IC 旅券を交付する際、IC 旅券に内蔵されている IC チップ内の登録情報を読み取りし、

表示を行うための機器一式を導入するものである。本仕様書は、ＩＣ旅券用交付窓口端末

機器の導入に関する必要事項を定めるものとする。 

 

３．納入場所 

能代市役所本庁舎市民保険課 

 

４．納品機器 

ノートパソコン １台 

パスポートリーダー １台 

申請者閲覧用外付けディスプレイ １台 

 

５．納期 

令和 8 年８月３１日（月） 

 

６．IC 旅券交付窓口端末機器の機能要件 

（１）読み取り対象となる旅券 

ア ICAO Document 9303 に準拠する IC 旅券の読み取りと IC に記録された情報の表示

を可能とすること。 

イ 現行の日本の IC 旅券（Basic Access Control、Passive Authentication、Active 

Authentication 及び Password Authenticated Connection Establishment 対応）の読み

取りと IC に記録された情報の表示を可能とすること。 

ウ IC 旅券（Passive Authentication、Active Authentication 及び Password Authenticated 

Connection Establishment 対応）の読み取りと IC に記録された情報の表示を可能とす

ること。 

 

（２）基本機能 

ア 光学的スキャナにより IC 旅券の身分事項ページの MRZ を読み取ること。 

イ IC 旅券の IC チップから旅券情報の読み取りを行うこと。 

(ア)上記アで読み取った MRZ を鍵として、Basic Access Control に則り、IC 旅券の IC 



チップから旅券情報の読み取りを行うこと。 

(イ)上記アで読み取った MRZ を鍵として、Password Authenticated Communication 

Establishment に則り、IC 旅券の IC チップから旅券情報の読み取りを行うこと。 

ウ Passive Authentication に則り、外務省が配付する公開鍵証明書（CSCA 証明書）で

IC チップに記録された公開鍵を認証後、同公開鍵を使用して IC 旅券の IC チップに

記録された情報に改ざんがないことを検証すること。 

エ Active Authentication に則り、IC 旅券の IC チップが真正であることを検証するこ

と。 

オ 上記で読み取った旅券情報（EF.DG1 及び EF.DG2 に記録された情報）とウ及びエ

の検証結果を、旅券をかざしてから 5 秒以内にディスプレイに表示すること。 

 

（３）IC 旅券交付窓口端末機器のハードウェア構成及びハードウェア要件 

ア ノートパソコン 

（ア）ディスプレイは LED 液晶方式かつ大きさが 13 インチ以上であること。 

（イ）CPU は Intel Core i3（第 13 世代）以上、または同等以上の性能を有すること。 

（ウ）メモリは 8GB 以上、または同等以上の性能を有すること。 

（エ）ハードディスク容量は 256GB 以上、または同等以上の性能を有すること。 

（オ）日本語表記のキーボードを有すること。 

（カ）CD-ROM ドライブを内蔵すること。 

（キ）本体下部にタッチパッドを有すること。 

（ク）OS は、導入時点で最新のバージョン、かつ最新の不具合修正およびセキュリテ

ィパッチが適用されたものを提供すること。 

（ケ）パソコン本体に３個以上の USB2.0 または USB3.0 ポートを有すること。また、

HDMI 出力端子を有すること。 

（コ）電源は AC90V-240V 50Hz および 60Hz に対応すること。（トランスは不可とす

る。） 

（サ）電源ケーブル長 ２ｍ程度（AC アダプター含む）で最大 240V まで対応できるケ

ーブルとする。 

（シ）バッテリーを筐体内に内蔵していること。 

（ス）盗難防止のためのセキュリティロックスロットを有し、ワイヤーロックを付属す

ること。 

（セ）エ項「申請者向けディスプレイ」以外にも都道府県及び在外公館が別途用意する

外付けディスプレイを接続可能とすること。接続は USB 方式又は HDMI を想定

する。 

イ USB マウス 

 



ウ パスポートリーダー 

（ア） MRZ 読み取り用光学的スキャナを内蔵すること。 

MRZ の仕様は ICAO Document 9303 part1 volume1 に準拠する。ただし、渡航

文書の種別コード２文字目の標準化に伴い、MRZ の上段先頭から２文字目を使

用することに留意すること。 

（イ）非接触ＩＣリーダーを内蔵すること。 

IC リーダーは以下の要件を満たすこと。旅券に搭載されたＩＣのデータ構造は 

ICAO Document 9303 part1volume2 に準拠する。 

Ａ ISO/IEC 14443 の非接触式 Type A 及び Type B に準拠していること。 

Ｂ 通信速度は 106～847kbps に対応すること。 

Ｃ ICAO Document 9303 part1 に準拠した旅券のＩＣチップを読み取れること。 

Ｄ Supplemental Access Control、Passive Authentication Active Authentication に

対応すること。 

（ウ）USB 接続とし、USB ケーブル(50cm 程度)を付属すること。 

（エ）ドライバを CD-ROM で提供すること。 

（オ）電源は上記ア（ケ）と同様。 

（カ）電源ケーブル長は上記ア（サ）と同様。 

（キ）電磁妨害波規格は VCCI クラス A 及び必要な電波法に準拠すること。VCCI クラ

ス A と同等の国際規格等の取得でも可とするが、その場合は疎明資料を提出する

こと。 

（ク）機器の型番は、「EXC-2900J」とすること。本項目について同等品は認めない。 

エ 申請者閲覧用外付けディスプレイ 

（ア） LED 液晶方式で 13 インチ以上であること。 

（イ）バッテリー内蔵のモバイル式であり、外部電源なしで駆動できること。 

（ウ）充電用ケーブルを同梱すること。 

（エ）制御用ノートパソコンとの接続は USB 又は HDMI とし、必要なケーブルを同梱

すること。 

（オ）非据え付け型のディスプレイであること。 

オ 構成する全てのハード機器及びアプリケーションの取扱説明書（日本語）の印刷物を付

属すること（電子データを記録しマスターCD として２枚（正・副）納品すること）。 

 

（４）交付窓口端末一式のソフトウェア構成及びソフトウェア要件 

ア ＩＣ旅券読取アプリケーション（日本語版）をノートパソコンに搭載すること。 

ＩＣ旅券読取りアプリケーションは申請者閲覧用外付けディスプレイ及びノートパソコ

ンのディスプレイにＩＣ旅券から読み取った情報を以下のとおり表示すること。 

（ア）申請者閲覧用外付けディスプレイに表示する情報 



各情報には日本語で項目を表示すること。Ａ以外はＩＣチップから読み取ったデ

ータを表示すること。 

Ａ MRZ（券面から OCR で読み取ったデータ） 

Ｂ 顔画像（DG2） 

Ｃ 旅券番号（DG1 から抽出）アルファベット大文字表記 

Ｄ 姓（DG1 から抽出）アルファベット大文字表記 

Ｅ 名（DG1 から抽出）アルファベット大文字表記 

Ｆ 生年月日（DG1 から抽出） 

申請者が見やすい表示とすること。例：790220 （1979 年 2 月 20 日） 

Ｇ 性別（DG1 から抽出） 

申請者が見やすい表示とすること。例：F（女性） 

Ｈ 有効期間満了日（DG1 から抽出） 

申請者が見やすい表示とすること。例：160320 （2016 年 3 月 20 日） 

Ｉ 国籍（DG1 から抽出）（表示例：JPN （日本）） 

Ｊ 発行国（DG1 から抽出）（表示例：JPN （日本）） 

（イ）ノートパソコンのディスプレイ（窓口職員側）に表示する情報 

Ａ～Ｊ 上記（ア）Ａ～Ｊと同じ。 

Ｋ Basic Access Control 読み取り結果 

Basic Access Control 機能のみの旅券を読み取った際は、Basic Access Control 読み

取り結果を表示し Password Authenticated Connection Establishment 読み取り結果

は表示しない。また、Supplemental Access Control 旅券を読み取った際、Basic 

Access Control 読み取りも行った場合は Basic Access Control 読み取り結果を表示

する。 

Ｌ Password Authenticated Connection Establishment 読み取り結果 

Supplemental Access Control 旅券を読み取った際は、Password Authenticated 

Connection Establishment 読み取り結果を表示する。 

Ｍ 電子署名検証結果（Passive Authentication に則り、外務省が配付する公開鍵証明 

書（CSCA 証明書）で IC に記録された公開鍵を認証後、同公開鍵を使用して、IC

旅券のＩＣチップに記録された情報に改ざんがないことを検証） 

Ｎ 能動認証結果 

Active Authentication の検証結果（Active Authentication に対応していない現 

行旅券を読み取った際は結果を表示しない。） 

Ｏ 操作メニュー（例：画面表示消去、MRZ 修正、CSCA 証明書更新、業務終了等） 

（ウ）OCR エラーに対応するための、上記Ａの MRZ 編集機能及び編集後の MRZ による

再読み取り結果の表示機能を有すること。 

（エ）ディスプレイに表示された旅券情報の消去ボタン 



次の申請者に個人情報を見られないように表示内容の消去ボタンを有すること。ま

た、同ボタンは申請者閲覧用外付けディスプレイ側も連動して旅券情報の消去がで

きること。 

（オ）上記（イ）Ｍで使用する公開鍵証明書（CSCA 証明書）は定期的に更新されるた

め、同公開鍵証明書を追加するための USB メモリからのインポート機能を有する

こと。 

（カ）賃貸借期間にわたって必要なプログラムの修正モジュールが継続的に提供されるこ

と。 

イ セキュリティ対策 

(ア) ホワイトリスト型のウイルス対策ソフト 

Ａ 受注者は、発注者がライセンスを保有しているウイルス対策ソフトの適用作業を

制御用ノートパソコンに行うこととする。 

Ｂ 動作可能なアプリケーションリストとして、ＩＣ旅券読み取りアプリケーション

その他保守に必要な機能のみを登録すること。 

（イ）IC チップから読み取った旅券情報は交付窓口端末一式内に蓄積しないこと。 

 

７．業務完了報告 

納品物品、作業内容等のドキュメントを整備し、完成図書として納品すること。 

 

８．その他 

（１）受注者は全ての機器について使用可能な状態まで設定を行い、動作確認、操作説明

を行うこと。 

 

（２）本仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合、発注者と受注者が協

議の上、対応を決定するものとする。 



個 人 情 報 等 の 取 扱 い に 関 す る 誓 約 書 

 

 株式会社○○○○  代表取締役 ○○○○（以下「受注者」という。）は、

能代市長（以下「発注者」という。）との業務委託により行う○○事務（以下

「本件事務」という。）を処理するため、個人番号及び特定個人情報（以下「特

定個人情報等」という。）並びに個人情報（以下「個人情報等」という。）を

取扱う場合は、下記事項を遵守することを誓約いたします。  

 

（基本的事項）  

第１条 個人情報等の保護の重要性を認識し、本件事務を処理するための個

人情報等の取扱いに当たっては､個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）を遵守します。  

（秘密保持等）  

第２条  本件事務に関して直接又は間接に知り得た個人情報等を第三者に

漏らしません。契約期間満了後又は契約解除後も同様とします。  

２ 特定個人情報等を取り扱う場合、本件事務に関わる作業責任者及び作業

従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させます。 

（利用目的以外の目的のための利用の禁止等）  

第３条 個人情報等を委託された事務以外の目的で利用しません。  

（再委託の制限・条件）  

第４条 本件事務の一部を第三者に再委託する必要がある場合は、業務の着

手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得ます。 

２ 前項の場合、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果につ

いて責任を負います。 

（複製等の制限）  

第５条 本件事務に係る個人情報等を発注者の許可なく複写し、又は複製し

ません。 

（個人情報等の安全管理措置）  

第６条 個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報等の安

全な管理のために必要な措置を講じます。  

２ 特定個人情報等を取り扱う場合、本件事務において利用する当該情報等

を保持している間は、個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な

取扱いに関するガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守すると

ともに、次の各号の定めるところにより、当該情報等の管理を行います。 



（１） 個人番号を取り扱う事務、特定個人情報等の範囲及び同事務に従

事する作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。  

（２） 事務取扱担当者の監督・教育を行うこと。  

（漏えい等事案の発生時等における対応）  

第７条  個人情報等の漏えいその他の個人情報等の保護に関する事故が生

じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、その事故の発生

に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に通知し、当該事故の解決に

努めるとともに、遅滞なく当該事故に関わる個人情報等の内容、件数、事

故の発生場所、発生状況等を書面により発注者に報告します。契約期間満

了後又は契約解除後も同様とします。  

２ 情報セキュリティにおいて問題が発生した場合は、検査、セキュリティ

監査等の実地調査に対応します。  

３ 特定個人情報等を取り扱う場合、本件事務に関し当該情報等の漏えい等

の事故が発生した場合は、発注者が必要に応じて当該事故に関する情報を

公表することができることを認めます。 

（個人情報等の消去及び媒体の返却等）  

第８条 本件事務が完了したとき又は解除されたときは、発注者の指定した

方法により、本件事務に係る個人情報等を速やかに消去又は返還します。

また、個人情報等が保管された媒体を速やかに廃棄又は返却します。  

２ 特定個人情報等を取り扱う場合、当該情報等の消去又は廃棄を行った後、

消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、

書面により発注者に対して報告します。 

（契約解除、損害賠償責任等）  

第９条 本誓約書に定める義務に違反し、又は義務を怠ったことで、発注者

から業務委託契約の全部又は一部の解除を求められた場合は、これに応じ

ます。 

２ 故意又は過失による個人情報等の漏えい等により、発注者又は第三者に

対する損害を発生させた場合は、発注者又は第三者に対して、その損害を

賠償します。契約期間満了後又は契約解除後も同様とします。 

（定期的報告等）  

第１０条  発注者から個人情報等の取扱いの状況について報告を求められ

た場合は、直ちに報告します。 

（監査・検査等）  

第１１条 発注者から、本件事務に係る個人情報等の取扱いについて、本契

約の規定に基づき、必要な措置が講じられているかどうかなどを確認する



ため、受注者及び再委託先に対して、監査・検査等を求められた場合は、

これに応じます。  

（責任体制の整備）  

第１２条 個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、

その体制を維持します。 

（作業責任者等の届出）  

第１３条  個人情報等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定めま

す。 

（派遣労働者等の利用時の措置）  

第１４条 本件事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に

行わせる場合は、正社員以外の労働者に本誓約に基づく一切の義務を遵守

させます。 

（取扱区域の特定）  

第１５条 特定個人情報等を取り扱う場合、当該情報等を取り扱う場所（以

下「取扱区域」という。）を定めます。 

２ 特定個人情報等を取り扱う場合、発注者が指定した場所へ持ち出す場合

を除き、当該情報等を定められた場所から持ち出しません。 

（受渡し） 

第１６条 特定個人情報等を取り扱う場合、発注者との当該情報等の受渡し

に関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者

に当該情報等の預り証を提出します。  

（教育の実施）  

第１７条 特定個人情報等を取り扱う場合、当該情報等の保護、情報セキュ

リティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事

項その他本件事務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員

に対して実施します。 

 

 

      年  月  日 

 

能代市長 殿 

 

○○県○○市○○            

株式会社○○○○            

代表取締役  ○ ○ ○ ○  印     



          



データ管理に関する覚書 

 

能代市長（以下「発注者」という。）と株式会社○○○○ 代表取締役 ○○ ○○（以下

「受注者」という。）は発注者が受注者に委託する全ての業務のデータ管理について、次のと

おり覚書を取り交わす。 

    （目的） 

  第１条  この覚書は、発注者が受注者に委託した業務のデータ管理に関し必要な事項を定め、

データの外部漏えい、滅失、き損その他の事故を防止することを目的とする。 

    （対象とするデータ） 

  第２条 この覚書で対象とするデータは、委託業務による入出力帳票、磁気テープ、磁気 

  ディスク、その他の媒体（以下「データ記録媒体等」という。）に記録されている情報 

  で、その的確な管理を図る必要のあるものとする。 

    （事務処理体制の通知） 

  第３条 発注者及び受注者は委託業務についての事務組織、管理責任者及び事務担当者の現

況について相互に通知するものとする。 

    （事務処理日程の作成） 

  第４条 受注者は業務処理日程を協議の上、予定表を作成し、発注者に提出するものとする。 

  ２ 予定を変更する必要がある場合は、両者それぞれあらかじめ通知するものとする。 

    （管理台帳の作成等） 

  第５条  発注者及び受注者はデータ記録媒体等の授受、保管について、内容、年月日、取扱

者及び数量等を記録するものとする。 

  ２  データ記録媒体等の授受は、発注者受注者それぞれ指名した者が内容、数量等を確認の

うえ行うものとする。 

    （データ記録媒体等の保管等） 

  第６条 発注者及び受注者はデータ記録媒体等の保管等について、安全な場所に格納する等、

必要な措置を講じなければならない。 

    （データ記録媒体等の廃棄） 

  第７条 受注者は委託業務終了後データ又はデータ記録媒体等の廃棄を行うときは、発注者

に協議するものとし、廃棄に際しては第三者にデータが漏れることのないように厳重な注

意をして処分しなければならない。 

    （事故報告義務） 

  第８条 受注者はデータを漏えい、滅失又はき損その他の事故が発生し、又は発生する恐れ

のあることを知った場合は、発注者に速やかに報告しその指示に従わなければならない。 

    （有効期間） 

  第９条 本覚書の有効期間は令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。 

    （その他） 

  第１０条 本覚書に定めのない事項については、発注者受注者協議のうえ別に定めるものと

する。 

 

    この覚書の証として、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自１通を保有するものと

する。 

 

          令和  年  月  日 

 

                                     発注者 能代市上町１番３号 

                                            能代市長  

 

                                     受注者 ○○市○○△番△△号  

                        株式会社○○○○ 

                       代表取締役  ○ ○ ○ ○ 


